
入院される患者さんへ 

①保証金のお願い 

1． 入院保証金 

区 分 保証金 

イ.交通事故・自費の被療養者 100,000円 

ロ.健康保険で負担のある被療養者 80,000円 

ハ.前期・後期高齢受給者証の被療養者 50,000円 

2． 上級室使用料金と保証金 

 
病室番号 

室料差額（1日あたり） 
保証金 

税別金額 税込み金額(10%) 

特別室 
320号室 323号室 15,000円 16,500円 

100,000

円 

407号室 505号室 12,000円 13,200円 

個 室 

200号室 201号室 213号室 215号室 
10,000円 11,000円 

318号室 321号室 326号室 

301号室 302号室 401号室 402号室 
6,000円 6,600円 

403号室 405号室 406号室 503号室 

相部屋(2人床) 

207号室 208号室 216号室 

3,000円 3,300円 
20,000

円 

331号室 332号室 

501号室 502号室 

相部屋(4人床) 
327号室 328号室 330号室 333号室 

700円 770円 
335号室 336号室 337号室 

※入院料及び室料差額は 0時から翌日の 0時までの間を 1日として計算されます。 

   翌日の 0時を過ぎると 2日目の入院料及び室料差額が発生します。 

※保証金は退院の精算時に差額調整させていただきます。   保証金 合計          円 

②入院時の窓口負担が軽減されます（取得後は速やかに受付窓口か担当事務までご提示下さい） 

・健康保険に加入している 70歳未満の方は窓口でのお支払いが月単位で下記の自己負担限度額になります。 

「限度額適用認定証」または「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」（市町村民税非課税世帯） 

自己負担限度額（月単位） 

所得区分 適用区分 自己負担限度額 

標準報酬月額83万円以上の方 ア 252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％ 

標準報酬月額53万～83万円の方 イ 167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％ 

標準報酬月額28万～53万円の方 ウ 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％ 

標準報酬月額28万円以下の方 エ 57,600円 

被保険者が市区町村民税の非課税者等 オ 35,400円 

・健康保険に加入している 70歳以上の方は窓口でのお支払いが月単位で下記の自己負担限度額になります。 

「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」（市町村民税非課税世帯）＊印の方は申請する必要はありません。 

自己負担限度額（月単位） 

所得区分 適用区分 自己負担限度額 

＊現役並み所得者(課税所得690万円以上)  252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％ 

現役並み所得者(課税所得380万円以上) Ⅱ 167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％ 

現役並み所得者(課税所得145万円以上) Ⅰ 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％ 

＊一般(負担割合１割)   57,600円 

負担割合１割で市町村民税非課税(世帯) Ⅰ・Ⅱ 15,000円・24,600円 

※食事代や保険診療外のもの（室料差額、文書料、自費など）は別途費用がかかります。 

※「総医療費」とは保険分負担の合計金額(10割)です。 

※手続き方法 ご加入の健康保険により申請先が異なります。また、当月中に申請・提示をしないと翌月からの 

適用となってしまいます。ご注意下さい。 

 ・全国健康保険協会 → 全国健康保険協会各支部  ・共済組合保険 → 各保険組合 

 ・組合健康保険 → 各健康保険組合        ・国民健康保険 → 各市(区)町村又は各種国保組合 

※以下に該当される方は室料（相部屋に限り）を免除とさせていただきます。お申し出ください。 

1，生活保護を受けておられる方。    2，「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」を提示された方。  

3，ひとり親家族医療証を提示された方。                社会医療法人山弘会上山病院 


